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東日本大震災では、多くの公務員が自ら

も被災をしながら市民のいのちを守るため

に奮闘し、今も奮闘は続いています。この

大阪でも南海・東南海地震による津波や阪

神大震災のような直下型地震がいつ襲うこ

とになってもおかしくない状況と言われて

います。

いざというときに市民のいのち・財産を

守るために奮闘すべき大阪市の教・職員

は、橋下市長による「改革」によって大幅

に削減され、仕事の専門性も奪われようと

しています。

さらにトップダウンによる統制の強化と

「厳罰主義」により職場の中でも近辺でも

物言えぬ状態にされた上、労働条件への攻

撃によりモチベーションの低下は著しいも

のがあります。

いざ大震災時に、全力をあげるのは教員・職員です

橋下市長による矢継ぎ早な指示が飛び交

う市役所の中にあっても、マスコミで初め

て知ることが圧倒的に多く、何が「改革」

の中心ポイントなのかの見極めが難しくな

っています。

そういう中で、「大阪の統治機構を変え

る」という役割を持つ「府市統合本部」で

何が議論されているのかをしっかり確認す

ることが重要です。

市民生活を守る地方自治体の職員の役割

を発揮するため、ともに話し合いたたかい

ましょう！

市民サービスの充実に逆行する「大阪都構想」の本質

橋下・松井両氏は、ダブル選の投票日（11月27日）の

記者会見で「大阪都構想が有意義であることを示す一番

の腕の見せ所」として空港、道路、鉄道、港湾などのイ

ンフラ整備が最も重要だと語っていました。

そして、12月27日に発足した「府市統合本部」におい

て「成長戦略」として議論されるのが関空へのアクセス

道路や鉄道網の整備、うめきた問題（リニア駅誘致）、

カジノ、企業誘致（減免）など、大規模開発がテーマに

なっています。さらには、堺屋太一氏による「意見書」

には、道頓堀に2キロプールを造るなど１０大名物が提

案されました。

インフラ整備が一番の腕の見せ所

幅
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さて、これらの事業にどれほどの予算を必要とするの

でしょうか。うめきたの土地の買取には700億円、道頓

堀のプールには120億円、関空アクセスの時間短縮には

道路・鉄道のそれぞれの3,000億円から4,000億円の費用

を必要との報道もありますが、まさに巨大開発事業がめ

じろ押しです。

こんな巨額の財源を、国から地方交付税を受けてなん

とかやりくりしている大阪府や大阪市でどうすれば工面

できるのでしょうか？東京都のような財源豊な自治体と

は比べようもなく、いくら大幅に人件費を削減したとこ

ろで、桁違いの金額であり追いつくようなものではあり

ません。

結局、市民サービスが大幅に削減されることになるこ

とは明らかです。

巨額の財源はどこから生み出すのか？市民サービス削減に通じる！
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多くの市民のみなさんは、生活が厳しくなる中で大阪

府・大阪市に対して生活を応援する施策の充実を強く求

めています。

2010年に市労組や府職労がとりくんだ市民アンケート

には、①地域医療・救急医療の充実　②高齢者・障害

者・子育て支援　③雇用対策の充実　④中小企業の支援

　⑤少人数学級の実現など、生活改善に直結する市民の

願いが多く寄せられていました。

この市民のみなさんの願いに応える市政をすすめるこ

とは、地方自治法第1条の２に明記されている「地方自治

体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし」との規

定の沿ったものであり、私たち自治体職員の働きがいに

直結するものです。

橋下市長がすすめる「大阪都構想」は、これを否定す

るものです。

市民生活を応援する行政は私たちの働きがい

自治体職員も労働者であり、憲法で保障された団結権によって労働組合に参加する権利を持っています。

私たちは、日本国憲法や労働法・地方公務員法に照らして当然のとりくみをすすめています。

　
　

区
役
所
改
革
・
区
長
権
限
の

　
　

強
化
と
い
う
が…

　
「
大
阪
都
構
想
」で
は
、８
か
ら
９
の
特
別
区
に
再
編
さ
れ
る
予
定
で
す

が
、橋
下
市
長
は
、市
長
選
挙
の
最
中
に
は
24
色
の
行
政
区
を
実
現
す
る
と

宣
伝
し
て
本
質
を
ぼ
か
し
ま
し
た
。田
原
総
一
郎
氏
か
ら
は「
こ
れ
は
橋
下

さ
ん
の
ミ
ス
。誰
で
も
わ
か
る
」と
指
摘
さ
れ
る
状
態
で
す
。ま
た
、区
長
権

限
の
強
化
を
う
た
い
、マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
公
選
区
長
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
し

た
が「
公
募
」と
な
り
８
月
以
降
に
選
任
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

区
長
は
局
長
よ
り
上
に
給
与
も
位
置
づ
け
ら
れ
、局
に
指
示
を
出
す
と

い
い
ま
す
が
、そ
の
区
長
権
限
の
中
身
が
問
わ
れ
ま
す
。い
ま
、表
面
化
し
て

い
る「
区
長
の
権
限
強
化
」の
内
容
は
、①
学
校
選
択
性
の
導
入
、②
幼
稚
園

の
民
営
化
の
決
定
権
、③
過
小
校（
不
人
気
校
）の
統
廃
合
、④
特
別
区
へ
の

再
編
案
の
提
出
、⑤
赤
バ
ス
の
路
線
の
変
更
・
廃
止
、⑥
保
育
所
の
民
営
化

の
方
針
、な
ど
住
民
サ
ー
ビ
ス
低
下
に
つ
な
が
る
困
難
な
テ
ー
マ
が
多
く
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

憲法２５条で　保障された　　元気で人間らしくって
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